
・すべての農産物を対象に収入の減少を補償する
ため、販売収入の8割以上を確保できます。（最大補償の場合）

・国の保険制度で安心です。

・大きな損害が発生した場合は、無利子の「つなぎ
資金」が受けられるので、資金繰りが計画できます。

・保険料50％、積立金75％の国の補助があります。

広島

おすすめポイント



●保険期間は、個人の方が１月~12月、法人の方が事業年度の１年間
です。

●すべての農産物を対象に、自然災害や価格低下のほか、農業者の経営
努力では避けられない収入減少を補償する保険です。

< 補償の対象となる例 >

●加入できる方は青色申告を行っている農業者（個人・法人）です。
※ただし、現金主義の方は除きます。

収入保険とは

保険金等

63万円

●対象となる収入は、農業者が自ら生産した農産物の販売収入全体です。
簡易な加工品（精米、もち等）も含みます。
※仕入れ販売分及びマルキン等の対象（肉用牛、肉用子牛、肉豚、鶏卵）は除きます。

保険期間の農産物の
販売収入が、基準収入
の９割を下回ったときに、
下回った額の９割を補て
んします。（最大補償の場合）

収入保険のしくみ
＜ 補償のイメージ ＞

100％

収
入
減
少

（自己責任部分）

保険方式で
補てん

基準収入
100万円

支払率（9割）

90％

80％

当年の販売収入

20万円

※青色申告実績が5年以上ある方で、積立方式併用タイプの最大補償でご加入いた
だいた場合のイメージです。なお、保険方式のみでもご加入いただけます。

基準収入とは、過去5年間
の平均農業収入を基本とし、
規模拡大など保険期間の
営農計画を考慮した、補償
の基準となる金額です。

積立方式で補てん

災害で作付不能

けがや病気で収穫不能

自然災害･獣害等で減収 市場価格が下落

倉庫の浸水被害 盗難や運搬中の事故



保険料等 （目安）

受取り保険金等

積立方式併用タイプ（保険方式80％、積立方式10％の最高補償で新規加入の場合）

8割以上の収入が確保できます！

・積立金は掛捨てではありません。補てんに使われなければ、翌年に繰り越されます。

・保険料、積立金は分割で納入ができます。

・自動継続特約の付帯やインターネットを利用して手続きいただくと、事務費が割引に
なります。

保険方式補償充実タイプ（保険方式90％の最高補償で新規加入の場合）

基準収入が100万円で最大補償でご加入の場合

・保険金は保険期間終了後に支払われますが、保険期間中に大きな損害が発生し、
保険金の支払いが見込まれる場合は、保険金の支払いまでのつなぎとして無利子の
つなぎ資金が申請できます。

※記載している基準収入は一例です。基準収入は個人ごとに設定するため、詳しくはお問合せください。

基準収入 保険料(事務費含む) 積立金 合　計

50万円 10,782円 11,250円 22,032円

100万円 17,064円 22,500円 39,564円

　500万円 67,320円 112,500円 179,820円

1,000万円 130,140円 225,000円 355,140円

基準収入 保険料(事務費含む) 積立金 合　計

50万円 16,879円 0円 16,879円

100万円 29,258円 0円 29,258円

　500万円 128,288円 0円 128,288円

1,000万円 252,077円 0円 252,077円

収入減少の程度

（当年収入）

20％減（80万円） 89万円

50％減（50万円） 86万円

80％減（20万円） 83万円

100％減 （ 0円） 81万円

保険金を含めた当年収入保険金等の合計

9万円

36万円

63万円

81万円



★補償プランや保険料のシミュレーションができます！！

R7.9

< お問合せ先 >

スケジュール

個人・事業開始月が1月の法人（事業年度の開始月によってスケジュールが変わります）

保険期間 保険期間の翌年保険期間の前年

11月末まで 12月末 1月 ～ 12月 確定申告後

加入申請
手続き

保険料等
納入

基準収入の確定 保険金の
請求・受取り

★インターネットを利用して収入保険の手続きができます！！

農林水産省が運営する「農林水産省共通申請サービス（eMAFF）」
を利用して、収入保険に関する手続きが行えます。

NOSAI広島ホームページ

広島県内でご加入いた
だいた方の声をたくさん
紹介しています。
ぜひご覧ください！

NOSAI広島 公式LINE

NOSAIからお知らせ
や収入保険に関する
情報を発信していき
ます。「友だち登録」
お願いします！

詳しい内容については、お近くのNOSAIへお問合せください

営農計画の変更や事故通知
(つなぎ資金の申請など)

かんたん試算

①NOSAI広島ホームページにある
「収入保険」内の「保険料等シミュ
レーションはコチラ！」を押します。

②「基準収入金額」欄へ過去の平
均販売収入を入力、補償割合
を選択し、計算ボタンを押すと
試算できます。

しっかり試算

税務申告書類等をご用意いただき、お近くの
NOSAIへご連絡ください。

＜個人の方＞
①確定申告書(第1表)
②所得税青色申告
決算書

＜法人の方＞
①法人税申告書
（別表1、別表4）
②損益計算書
③製造原価報告書

事　務　所 所　在　地 電話番号

本 所 広島市東区光町1-2-23 082-262-4711

北 広 島 支 所 山県郡北広島町春木462-1 0826-72-3107

廿日市出張所 廿日市市本町10-14 0829-32-5121

東 広 島 支 所 東広島市高屋町稲木283-1 082-434-4337

江田島連絡所 江田島市能美町中町3368-24 0823-45-2019

福 山 支 所 福山市駅家町大字下山守546-10 084-970-1620

府 中 出 張 所 府中市上下町深江687-3 0847-44-9577

三 次 支 所 三次市和知町360-5 0824-66-3111

※必要に応じて、他の書類を準備いただきます。


